
 

 

公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、公益財団法人船橋市公園協会（以下「協会」という。）へ補助金を交

付することに関し、船橋市補助金等の交付に関する規則（昭和５６年船橋市規則第５０

号）に定めがあるもののほか必要事項を定め、当該補助金を交付することにより、文化

の振興を図ることを目的とする。 

（交付対象） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）及び経費は、別表に

掲げるとおりとする。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とし、別表に掲げるとおりとする。 

（交付申請） 

第４条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、対話型鑑賞教育事業及び美術体

験講座事業ごとに、補助金交付申請書（第１号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、

市長に申請しなければならない。 

⑴ 事業計画書 

⑵ 収支予算書 

⑶ 前年度事業報告書 

⑷ 前年度収支決算書 

⑸ その他市長が必要と認める書類 

（交付決定の通知等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否

を決定し、その決定の内容及びこれに条件を附した場合にはその条件を補助金交付決定

通知書（第２号様式）により協会に通知する。 

（計画変更等の承認） 

第６条 協会は、補助事業の計画を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しく

は廃止しようとするときは、速やかに補助事業変更・中止・廃止承認申請書（第３号様

式）により市長の承認を受けなければならない。 

（計画変更等承認の通知） 

第７条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適正であると



 

 

認めた場合は補助事業の計画変更等を承認し、その旨を補助事業変更・中止・廃止承認

通知書（第４号様式）により協会に通知する。 

（実績報告） 

第８条 協会は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書（第５号様式）

に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

⑴ 事業報告書 

⑵ 収支決算書 

⑶ その他市長が必要と認める書類 

（額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適正で

あると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、その旨を補助金交付確定通知書

（第６号様式）により協会に通知する。 

（交付請求） 

第１０条 協会は、前条の規定による通知を受けて補助金の交付を受けようとするときは、

補助金交付請求書（第７号様式）により市長に請求しなければならない。 

（概算払） 

第１１条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助金を概算払により交付すること

ができる。この場合において、概算払により交付できる額は、第５条に規定する補助金

交付決定通知書（第２号様式）に記載された補助金の交付決定額を上限とする。 

２ 前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、補助金概算払交付請求書（第

８号様式）により、市長に請求しなければならない。 

（概算払の精算） 

第１２条 前条の規定により概算払による補助金の交付を受けた事業者が、第９条による

通知を受けたときは、補助金概算払精算書（第９号様式）により精算の手続をとるとと

もに、残額が生じた場合にあっては、これを返納しなければならない。 

（交付決定の取消等） 

第１３条 市長は、協会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定取消通

知書（第１０号様式）により協会に通知する。また、既に交付した補助金の全部若しく

は一部の返還を補助金返還命令書（第１１号様式）により命ずるものとする。 

⑴ 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。 



 

 

⑵ 補助金を他の用途に使用したとき。 

⑶ 前２号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容及びこれに附した条件に違反

したとき又は市長の処分に従わなかったとき。 

（消費税仕入控除税額に係る取扱い） 

第１４条 補助金の交付を受けた協会（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定に

よる免税事業者を除く。）は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税仕

入控除税額（補助金の交付の対象となる費用に含まれる消費税として控除できる部分の

金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税の

税率を乗じて得た金額との合計額に補助金の額を補助金の交付の対象となる費用で除し

て得た率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。）が確定した場

合（消費税仕入控除税額が０円の場合を含む。）は、補助金消費税仕入控除税額報告書（第

１２号様式）により、補助事業が完了した日の属する年度の翌々年度の６月３０日まで

に市長に報告するとともに、これを返還しなければならない。 

（関係書類の整備） 

第１５条 協会は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類を補助金の交付を受け

た日の属する年度の終了後１０年間整備しておかなければならない。 

（補則） 

第１６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 



 

 

別表 

補助事業 会計区分 補助金の額及び補助対象経費 

対話型鑑賞教

育事業及び美

術体験講座事

業 

法人会計（管

理費）及び公

益目的事業会

計（事業費） 

管理費 補助金の額 経常費用の管理費（補助対象外

経費を除く。）から経常収益（補助対象外経費

充当分を除く。）を除いた額 

補助対象経費 役員報酬、給料手当、諸手当、

賞与引当金繰入額、法定福利費、賃金、退職給

付費用、旅費交通費 

事業費 補助金の額 経常費用の事業費（補助対象外

経費を除く。）から経常収益（補助対象外経費

充当分を除く。）を除いた額 

補助対象経費 給料手当、諸手当、賞与引当

金繰入額、法定福利費、福利厚生費、賃金、

退職給付費用、顧問料、会議費、旅費交通

費、通信運搬費、消耗品費、修繕費、印刷製

本費、広告費、燃料費、光熱水費、使用料、

賃借料、保険料、諸謝金、手数料、医薬費、

委託料、備品購入費 

 



 

 

第１号様式 

補助金交付申請書 

年  月  日  

船橋市長 あて 

申請者  所在地             

団体名             

代表者氏名           

 

補助金の交付を受けたいので、公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要

綱の規定により、次のとおり申請します。 

補助年度 年度 
補助事業の名

称 
 

目的及び内容  

経費所要総額 円 

交付申請額 円 

着手及び完了予定年月日 
（着手予定） 年  月  日 

（完了予定） 年  月  日 

添付書類 

１．事業計画書 

２．収支予算書 

３．その他（          ） 

■消費税の適用に関する事項（該当するものに☑） 

① 補助金交付額の算定 

□ 消費税額を補助対象経費に含めないで補助金交付額を算定 

□ 消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定 

※確定申告により仕入税額控除した消費税に係る補助金相当額が確定後、「消費税仕入控

除税額報告書」の提出が必要となります（返還額が０円の場合も含む）。 

② ①で「消費税額を補助対象経費に含めて補助金交付額を算定」を選択した理由 

□ 免税事業者である 

□ 簡易課税事業者である 

□ 消費税法別表第３に掲げる法人等であって特定収入割合が５％を超える 

□ その他（                           ） 

 



 

 

第２号様式 

補助金交付決定通知書 

 

船教文指令第   号 

年  月  日 

           様 

船橋市長         印 

 

年  月  日付で申請のあった補助金の交付について次のとおり決定した

ので、公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要綱の規定により通知します。 

 

補助年度 年度 
補助事業の名

称 
 

交付決定額 円 

交付予定時期  

交付条件 

１ 補助事業の内容の変更する場合においては、市長の

承認を得ること。 

２ 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、

市長の承認を受けること。 

３ 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補

助事業の遂行が困難となった場合においては、速やか

に市長に報告して、その指示を受けること。 

４ その他市長が必要と認める条件。 

（注）上記決定に対して異議があるときは、速やかに文書で申請の取下げをすること。 



 

 

第３号様式 

補助事業変更・中止・廃止承認申請書 

年  月  日  

船橋市長 あて 

申請者 所在地             

団体名             

代表者氏名           

 

補助事業を変更・中止・廃止したいので、公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補

助金交付要綱の規定により、次のとおり申請します。 

 

指令 年 月 日 年  月  日 

指令番号 船教文指令 第     号 

補助年度 年度 
補助事業の名

称 
 

変更又は中止（廃止）

の理由 
 

（変更の場合） 

補助事業の内容 

（変更前）  

（変更後）  

変更又は中止（廃止）

年月日 
年  月  日（予定） 

添付書類  

 

  



 

 

第４号様式 

補助事業変更・中止・廃止承認通知書 

年  月  日  

           様 

船橋市長         印 

 

年  月  日付で申請のあった補助事業変更・中止・廃止について、次のと

おり承認したので、公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要綱の規定によ

り通知します。 

 

指令 年 月 日 年  月  日 

指令番号 船教文指令 第     号 

補助年度 年度 
補助事業の名

称 
 

変更又は中止（廃止）

の理由 
 

（変更の場合） 

補助事業の内容 

（変更前）  

（変更後）  

変更又は中止（廃止）

年月日 
年  月  日（予定） 

 



 

 

第５号様式 

補助事業実績報告書 

年  月  日  

船橋市長 あて 

申請者 所在地             

団体名             

代表者氏名           

 

公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要綱の規定により、補助事業の実

施状況を次のとおり申請します。 

指令 年 月 日 年  月  日 

指令番号 船教文指令 第     号 

補助年度 年度 
補助事業の名

称 
 

着手及び完了年月日 

（着手） 年  月  日 

（完了） 年  月  日 

交付決定額             円 

既交付額       円 

補助対象経費精算額       円 

添付書類 

１ 事業報告書 

２ 収支決算書 

３ その他（          ） 

 



 

 

第６号様式 

補助金交付確定通知書 

 

船教文指令第   号 

年  月  日 

           様 

船橋市長         印 

 

年  月  日付で実績報告のあった補助事業について、次のとおり補助金の

額を確定したので、公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要綱の規定によ

り通知します。 

指令 年 月 日 年  月  日 

指令番号 船教文指令 第     号 

補助年度 年度 
補助事業の名

称 
 

交付決定額 円 

補助対象経費精算額 円 

交付確定額 円 

 



 

 

第７号様式 

補助金交付請求書 

年  月  日  

船橋市長 あて 

申請者 所在地             

団体名             

代表者氏名           

 

公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要綱の規定により、補助金の交付

を次のとおり請求します。 

 

指令 年 月 日 年  月  日 

指令番号 船教文指令 第     号 

補助年度 年度 
補助事業の名

称 
 

交付決定額 円 

交付確定額 円 

既交付額 円 

請求額 円 

未交付額 円 

添付書類  

 



 

 

第８号様式 

補助金概算払交付請求書 

年  月  日  

船橋市長 あて 

          申請者 所在地             

団体名             

代表者氏名           

 

公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要綱の規定により、次のとおり補

助金概算払請求します。 

 

指令 年 月 日 年  月  日 

指令番号 船教文指令 第     号 

補助年度 年度 
補助事業の名

称 
 

交付決定額 円 

交付確定額 円 

既交付額   年  月  日交付             円 

今回請求額 円 

未交付額 円 

添付書類 

１ 補助金交付決定通知書の写し 

２ 補助金交付額確定通知書の写し 

３ その他（                    ） 

 



 

 

第９号様式 

補助金概算払精算書 

年  月  日  

船橋市長 あて 

 

申請者 所在地             

団体名             

代表者氏名           

 

公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要綱の規定により、次のとおり精

算します。 

指令 年 月 日 年  月  日 

指令番号 船教文指令 第     号 

補助年度 年度 
補助事業の名

称 
 

戻入（返納）額 円 

概算払額 円 

精算金額 円 

差引残額 円 

過給額 円 

 



 

 

第１０号様式 

補助金交付決定取消通知書 

船教文指令第   号 

年  月  日 

           様 

船橋市長         印 

 

公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要綱の規定により、交付の取消を

決定したので、次のとおり通知します。 

指令 年 月 日 年  月  日 

指令番号 船教文指令 第     号 

補助年度 年度 
補助事業の名

称 
 

取消 年 月 日 年  月  日 

取消の理由  

取消事業に要する経費 円 

取消となる補助金額 円 

 



 

 

第１１号様式 

補助金返還命令書 

船教文指令第   号 

年  月  日 

 

           様 

船橋市長         印 

 

公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要綱の規定により、次のとおり補

助金の返還を命ずる。 

 

返還すべき金額               円 

返還期限 年  月  日 

返還を命ずる理由  

返還方法  

指令年月日 年  月  日 

指令番号 船教文指令 第     号 

交付決定額                  円 

既交付額                  円 

交付決定額                       円 

 



 

 

第１２号様式 

補助金消費税仕入控除税額報告書 

 

年  月  日  

船橋市長 あて 

申請者 所在地             

団体名             

代表者氏名           

 

公益財団法人船橋市公園協会文化振興事業補助金交付要綱の規定により、消費税仕入控

除税額を次のとおり報告します。 

 

交付額 円 

確定申告により確定した補助

金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額 

円 

 


